
令 和 ８ 年 １ 月 

江東区経理課契約係 

 

入札金額内訳書の提出について（令和８年１月更新） 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127

号）の改正に伴い、公共工事の入札において、入札金額内訳書（以下「内訳

書」という。）に材料費、労務費及び法定福利費等の必要経費の内訳を明示す

ることが義務化されました。 

江東区が発注する工事では下記のとおり取扱いますので、入札参加者の皆様

におかれましては、内訳書の提出にご協力いただきますようよろしくお願いい

たします。 

 当初、電子調達サービスのシステム改修は、令和８年２月頃を予定していま

したが、リリース日が令和８年１月３０日に決定したため、区の対応方法を変

更します。 

 

記 

 

１ 対応方法 

令和８年２月１日以降に入札締切日を迎える案件は、電子調達サービスの入

札書画面において、材料費、労務費及び法定福利費等の必要経費の内訳を入力

してください（添付資料参照）。 

当初の通知では、令和８年１月及び２月に公告または通知を行う案件につい

て、暫定的な対応として、Excel形式の内訳書の添付を求めていましたが、シ

ステム改修の時期が早まったため、対応方法を変更します、 

 

２ 電子契約利用申出書の取扱い 

 電子契約を希望する場合は、従来どおり、入札時に「電子契約利用申出書」

を添付してください。 

 




